
・令和７年中に給与等の支払（未払を含む｡）をした場合は、給与支払報告書を従業員の方の令
和８年１月１日現在の住所地の市区町村長に提出する必要があります。（退職者を含む。）
・提出済の給与支払報告書（個人別明細書）に訂正が生じた場合は、訂正分のみ提出してくだ
さい。その際、給与支払報告書（個人別明細書）の左上に赤字で大きく「訂正分」と記載し
てください。
・給与支払報告書（個人別明細書）の詳細な記入方法については、国税庁ウェブサイト
（ページ下QRコード②）又は「令和７年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と
提出の手引」③を確認してください。
・なお、令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し、
「特定親族特別控除」が新たに創設されました。記入の際には、必ず「令和７年度税制改正
による所得税の基礎控除の見直し等について」④を参照いただき変更点にご留意ください。
・所在地や名称は大府市において令和７年10月末時点で把握しているものです。誤りや変更が
ありましたら、朱書きで訂正してください。
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（予定者を含む）

市町村コード 232238

電話〈0562〉47－2111 内線281・282・283
税務課市民税係大府市役所

※1月２０日（火）までの提出にご協力ください！
提出期限　令和８年２月２日(月)必着
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作成日
2025/09/25

総従業員数
（市外含む）
が 2名以下

事業専従者のみ

給与が少なく
天引き不可

・この総括表は、給与支払報告書（個人別明細書）を送付する際、必要事項を記載の上、必ず同封
してください。税理士等に手続を依頼されている場合、必ずこの総括表もお渡しください。

・総括表は過去に大府市へ給与支払報告書を提出されたことのある事業所へ送付しています。
今回、該当の従業員がいない場合などは、総括表の提出は不要です。
・普通徴収の在職者としてご報告いただいた場合でも、給与支払金額等を考慮し、特別徴収の
在職者とする場合がありますのでご承知おきください。
・特別徴収として給与支払報告書を提出した後に、退職等の異動があり、令和8年6月分から
の特別徴収ができなくなった場合は、4月10日（金）までに「給与支払報告書に係る給与所
得者異動届出書」を提出してください。異動届出書は大府市公式ウェブサイトにてダウン
ロードできます。（右ページ下のＱＲコード①からアクセス可能です。）提出がない場合は、
特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることになりますので、必ず提出
してください。なお、非課税の従業員についても提出が必要です。
・令和６年度から納税義務者用の特別徴収税額通知書を電子で受け取ることができるようにな
りました。電子通知を希望される場合は、従業員ごとの受給者番号が必須となりますので、
給与支払報告書に必ず記入してください。 ＜大府市特別徴収のご案内＞

①

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
＜国税庁　法定調書関係＞ ＜法定調書の作成と提出の手引＞ ＜令和７年度税制改正＞

② ③ ④


